
申請様式の控え（副本）をダウンロードする方法 

電子申請では、控え（正本の写し）を申請者がダウンロードする必要があります。 

「申請様式の控え（ＰＤＦ形式）」が副本の代わりとなりますので、申請時にダウンロー

ドし、添付書類と一緒に保管してください。 

また、「申請データ（ＣＳＶ形式）」をダウンロードし、保存しておくことで、データの修正

や変更があった場合の再申請の際や、再度、同じ手続きを行う際に、入力が省略出来て

スムーズな申請が可能となりますので、ご活用ください。 

 

 

 

 

「申請完了」と表示された画面の

下段にあります。 

副本の代わりとなります。 

「申請様式の控え」 

再申請や同様手続きを行う際に使用します。

「申請データ」 

「ぴったりサービス」のトップ画面から

選択します。 

クリックし「申請データ」を選択します。 

過去に入力した内容が反映されて、スムーズに手続きで

きます。 


